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 ～ 四 つ の テ ス ト 言行はこれに照らしてから ～ 

１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

2017-2018年度クラブ方針 

 ロータリーを知ろう 

       ～温故知新～    

○菅原 佳典 君     （推薦者 成川守彦君） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「菅原 佳典（すがはら よしのり）」君は、1959年生まれ

で58歳、「ミカサ事務機株式会社」の代表取締役社長で

す。会社は有田市古江見にあります。菅原君は那賀町出

身で、和歌山工業高等専門学校を卒業され、ご縁があっ

て「ミカサ事務機株式会社」のご令嬢とご結婚され、その家

業を継がれIT関係に進出され事業を大きく発展されまし

た。私とは40年来の取引業者であり、又私のパソコン（IT）

の師匠でもあります。リーダーシップがあり信頼できる人で

す。職業分類は「事務用品」です。推薦者は、嶋田崇君と

私、成川です。よろしくお願い申し上げます。 

＜成川会長 歓迎の言葉＞ 

 本日、入会されました児嶋君、菅原君、入会おめでとうご

ざいます。会員一同、心よりお二人の入会を歓迎しており

ます。 

 ロータリーのエンブレムを持っている人は、信頼できる人

です。誠実で、Fellowship（友愛）に厚く、Serviceに邁進す

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２８４６回例会） 

平成２９年９月２８日(木）  

（成川（守）会長） 

 

（上野山（捷）親睦活動委員長） 

ゲスト：岡本 浩 様（第2640地区ガバナー） 

    大原 裕 様（第2640地区ガバナー補佐） 

 

 

○児嶋 正人 君    （推薦者 嶋田崇君） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 児嶋正人君をご紹介致します｡児嶋君は､昭和３６年生

まれの56歳です｡職業分類は｢給食用食品｣です｡会社は

(株)ＫＬで代表取締役社長です｡会社の場所は､最近有

田市野に新社屋を建てました｡すぐ近くには橘苑がありま

す｡ 

  彼の生まれた宮崎町辰ヶ浜は当会の井上君や私と一緒

です｡とかく浜の人間は人がいい？と言われたりしますが､

彼を見ていますと素直でとても誠実感あふれる好人物で

す｡彼はまた有田市同友会にも所属し､既に会長も経験さ

れた立派な経済人です｡ 

 これからの有田ロータリークラブを背負って立つ人物の

一人になることは間違いありません｡どうか児嶋正人君を

宜しくお願い申しあげます｡ 

 

  平成２９年１０月５日 第２８４７回 

・お月見夜間例会・外部卓話：武本泰子氏 
「世界に平和の種をまく-米山記念奨学事業の意義-」 

・ソング：「君が代」「我らの生業」 

  平成２９年１０月１９日 第２８４８回 

・前期ＩＤＭの発表 

 

・ソング：「ＲＯＴＡＲＹ」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２８４６Nｏ． 

新会員入会式 

島 海碩 書 

ゲストの紹介 

担当：嶋田（崇）委員 



２ 

基本的教育と識字率向上月間 

ると言うことを意味しているのです。そして、ロータリー

は、参加することから始まります。 

 私の今年度のクラブ運営方針は、「ロータリーを知ろ

う！」～「温故 知新」～です が、これに、PARTICIPATE 

and ENJOY ROTARY を追加したいと思います。 

 PARTICIPATE and ENJOY ROTARY 参加し敢行しよ

う！そして、ロータリーを楽しもう！です。お二人のご活

躍を楽しみにしております。 

 会員の皆様、今日、2名の新会員をお迎えできましたこ

とは、大変嬉しいことでございます。6月末で会員数は26

名でしたが、今日から31名となります。又、10月にはおひ

とりが入会されます。32名になります。今年度の目標は33

名ですので、あと一人！皆様のご協力をよろしくお願い

申し上げます。 

 

 

（上野山(捷）親睦活動委員長） 

会員誕生：菅原君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中元ＳＡＡ） 

成川（守）君：岡本ガバナー、大原ガバナー補佐、本日よ

ろしくお願い申し上げます。 

橋本君：岡本ガバナー、大原ガバナー補佐、ようこそ有

田ＲＣへ。本日のガバナーアドレスよろしくお願い致し

ます。 

上野山(捷)君：岡本浩ガバナー様、大原裕ガバナー補

佐様、有田ＲＣへようこそお越しくださいました。本日は

よろしくお願い致します。 

嶋田（ひ）君：岡本様、ようこそ有田ロータリークラブへお

越しいただきありがとうございます。 

川口君：岡本浩ガバナー様、ようこそ有田ＲＣへ。本日の

公式訪問、ありがとうございます。宜しくお願い致しま

す。 

嶋田(崇)君：岡本Ｇさま、本日は御苦労さまです。児嶋

君、菅原君、入会おめでとうございます 

岩橋君：岡本ガバナー、ようこそ有田クラブへ。御指導よ

ろしくお願いします。 

岩本君：岡本ガバナー様、本日ようこそおいで下さいまし

た。関東のメンバーから地区はどうなっているのかと質

問されましたが、現在は正常になっており誠に結構な

ことだと思います。 

井上君：岡本様、ようこそ有田ＲＣへ。児嶋様、菅原様、

入会おめでとうございます。 

児島君：岡本ガバナー、ようこそおいで下さいました。よ

ろしくお願いします。 

橋爪(誠）君：岡本ガバナー様、本日有田RCにお越し頂

きありがとうございます。ガバナーアドレスよろしくお願

い致します。 

脇村君：岡本ガバナー、公式訪問御苦労さまです。ガバ

ナーアドレスよろしくお願いします。 

上野山(栄）君：岡本ガバナー、大原ガバナー補佐、よう

こそ有田ＲＣへお越しくださいました。児嶋さん、菅原

さん、入会おめでとうございます。期待しています。 

上野山(英)君：岡本ガバナー、ようこそお出でいただきま

した。 

中村君：岡本ガバナー、ようこそ有田ＲＣへ。お疲れが出

ませんようにご自愛ください。 

橋爪(正)君：岡本ガバナー様、ようこそ有田ＲＣへお越し

くださいました。 

酒井君：岡本ガバナー、ようこそ有田ロータリークラブへ

お越し下さりありがとうございます。 

成川(雅)君：岡本浩ガバナー様、本日よろしくお願い致し

ます。 

石垣(洋）君：岡本ガバナー、有田ＲＣへようこそ。御指導

よろしくお願いします。児嶋正人君、菅原佳典君、御

入会おめでとうございます。 

宮井君：岡本浩ガバナー公式訪問ありがとうございます。

児嶋君、菅原君、ご入会おめでとうございます。頑張っ

てください。 

松村君：岡本ガバナー、ガバナーアドレス、よろしくお願

いします。菅原さん、正人さん、入会おめでとうござい

ます。 

中元君：岡本ガバナー、大原ガバナー補佐、ようこそ有

田ＲＣへ。児嶋君、菅原君、御入会おめでとうございま

す。 

 

 

（脇村例会運営委員） 

本日の会員数３１名 

 （出席規定免除会員９名） 

出席会員数２６名 

 （出席規定免除会員９名） 

       ８３．８７％ 

9/14     ８９．２９％ 

MU：中村君、上野山(栄)君 

  

 

（成川(守)会長） 
 

「地区、ガバナー、元ガバナー」 
 

 本日は、ガバナー公式訪問で、岡本DGと大原AGをお

迎えしています。今日は11時半からお二人と、私、会長と

橋本幹事との懇談会を持ちました。岡本DGからは、2016

年の規定審議会の改定に伴う各クラブの対応、地区内

の分区活動などについて説明がありました。 

会長の時間  

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

９月のお誕生日 

本日入会の菅原君、９月がお誕生日です。 

おめでとうございます！ 

今月の誕生 



 私からは、クラブ運営方針、職

業分類表の整理、会員増強（26

名 →（9 月）31 名 →（10 月）32

名）、会長の時間、例会卓話（知

事、ロータリーの友前編集長、

米 山 奨 学 会、NIDs、特 別 月

間）、IDM、ロータリーカレッジ、

国際大会参加の推進を、橋本

幹事からは、「有田川クリーン作

戦」、「ロータリーデー」、「国際奉仕委員会のミャンマー

地区補助金事業」を話しました。「ロータリーデー」のPPT

を各テーブルに配布しています。ご覧ください。 

 今日は、地区、ガバナー、元ガバナーについて話しま

す。 

 

●地区(District) 

17.010.1. 地区の役割 Role of the District （ロータリー章

典） 

 地区とは、RIの管理運営のために、RI細則に従ってRI

理事会によって設けられた地理的な境界内にあるクラブ

のグループである。地区の活動およびその組織は、個々

のロータリークラブがロータリーの目的を推進するのを援

助することを唯一の存在目的とするものである。 

 

17.010.3. 地区の規模 Size of the District （ロータリー章

典） 

 大きな会員基盤を持つ地区が、クラブ数やロータリアン

数の少ない地区に比して有利であることは明白であり、

小規模地区が引き続き増えるならば、RIの管理運営と財

務に望ましくない影響が生じる。従って、RI理事会は、ク

ラブ数が75に満たない、また所属ロータリアン数が2,700 

名に満たない地区にこれらの数に達するよう奨励してい

る。 

 

17.010.5. 地区編成手続  Districting Procedures （ロー

タリー章典） 

 6. RI細則16.010.に従い、理事会は、クラブ数が100を

超える地区、またはロータリアン数が 1,100名未満の地

区の境界を廃止あるいは変更することができる。その変

更に伴い、理事会はその地区のクラブを隣接地区に統

廃合することができるし、あるいはまた、そのような地区を

他の地区と併合するか、地区を分割することができる。 

 別紙の通り、今年の1月の理事会で、日本の第1ゾーン

に、パキスタン、バングラデシュ、インドネシアの地区が加

わりました。それに伴い、日本の第2、第3ゾーンも変更さ

れました。 

 

●ガバナー(District Governor)(DG) 

19.010. ガバナーの具体的な任務および責務（ロータ

リー章典） 

19.010.1.地区ガバナーの倫理規範  District Governor 

Code of Ethics  

1. ガバナーは、ロータリーの職務に従事する際、適用さ

れる法律および規定を順守する。さらに私生活におい

て行動する際にも、ガバナーは、ロータリーの好ましい

３ 

基本的教育と識字率向上月間 

イメージを維持し、守るために、適用法を厳守する。  

2. ガバナーはRIの定款および細則の規定を順守する。  

3. ガバナーは、「ロータリー章典」に文書化されている通

り、RI理事会の定めた規定を順守する。  

4. ガバナーは、ロータリアンの利益とRIの目的のために

奉仕する。ガバナーは、地区の利益を優先し、いかな

る不適切な行動も避ける。  

5. ガバナーは、その役職を個人的な威信や利益、また

は家族の利益のために利用しない。  

6. ガバナーは、当地区への義務を勤勉に履行するにあ

たり、細心の注意を払う。  

7. ガバナーは、関係者すべてに公平であるように行動す

る。  

8. ガバナーは、財務情報の透明性を推進し、財務管理

に関して地元と国の適用法を必ず順守する。  

9. ガバナーは、極秘情報の公表、連絡、使用を禁止お

よび制限する。ガバナーはこの情報を決して個人目的

のためではなく意図された目的だけのために使用し、

不慮の暴露に対して細心の注意を払うべきである。  

10. ガバナーは、ロータリーの経費支払いの方針を順守

する。 

 (2015年1月理事会会合、決定118号） 

 

19.010.3. クラブレベルの研修に対するガバナーの責務 

Governors’  Responsibilities  to  Club-level  Training 

（ロータリー章典） 

 ガバナーは、ロータリークラブが以下を含む包括的な

研修計画を備えていることを確認すべき である：  

1. クラブ指導者が、適宜、地区研修会合に出席する 

2. 新会員のために一貫したオリエンテーションを定期的

に実施する  

3. 現会員のために継続的教育の機会を提供する  

4. 指導力育成プログラムを全会員が利用可能とする 

(2015年1月理事会会合、決定118号） 

 

19.060. 元ガバナー  Past Governors （ロータリー章典） 

19.060.1. 元ガバナーの支援の活用  Utilizing Services 

of Past Governors  

 ガバナーは拡大活動、次期ガバナーの指導、国際大

会の推進、 弱体クラブへの直接的な援助において元ガ

バナーの支援を活用することを強く奨励されている。 

（2015年1月理事会会合、決定118号） 

 

19.060.2. 元ガバナーから成る諮問委員会  Advisory 

Council of Past Governors （ロータリー章典） 

 各地区は、元ガバナーから成る諮問委員会を設置す

べきである。（任意） この諮問委員会は、地区内ロータ

リークラブの会員である元ガバナー全員によって構成さ

れる。国際協議会で討議され、発表された事項をガバ

ナーエレクトが現ガバナーと元ガバナーに報告するた

め、ガバナーは、少なくとも年に1回、国際協議会後1カ

月以内に、諮問委員会を招集するよう求められている。 

元ガバナーの助言や行動により、ガバナーの権限や責

務が少しでも損なわれたり、妨げられたりするようなことが

あってはならない。（2015年1月理事会会合、決定118号） 



●ガバナーの任務(Duties of Governor)（ロータリー情報

ハンドブック） 

 ガバナーは、その地区において、理事会の一般的な指

揮、監督の下に職務を行うRlの役員である。ガバナーは

地区内のクラブに対する指導および監督を行うことで、

ロータリーの目的を推進する任務を課せられている。ガ

バナーは、地区およびクラブの指導者と協力し、理事会

の提唱する地区リーダーシップ・プランへの参加を奨励

すべきである。ガバナーは、地区内のクラブを啓発し、意

欲を与えるものとする。さらにガバナーは、効果的なクラ

ブを育成するために、元、現任、次期地区指導者と協力

して、地区内に継続性を確保するものとする。 

 ガバナーは、地区内において次の事項の責務を負うも

のとする。 

(a)新クラブの結成。 

(b)既存クラブの強化助成。 

(c)地区指導者およびクラブ会長と協力し、地区内各クラ

ブのために現実的な会員増強目標を設定して、会員

増強を推進すること。 

(d)プログラムへの参加と寄付に関してロータリー財団を

支援すること。 

(e)クラブ間およびクラブとRlの間の良好な関係を促進す

ること。 

(f)地区大会を計画、主宰すること。会長エレクト研修セミ

ナーおよび地区研修・協議会の計画・準備にあたるガ

バナーエレクトに協力すること。 

(g)年度を通じて個々のクラブの例会あるいは複数クラブ

合同の例会への公式訪問を行うこと。その際には、以

下の目的を果たすため、できる限りガバナーの出席が

最大限の成果を生むような機会を選ぶ。 

1.ロータリーの重要な問題に焦点を当て関心を持たせ

る。 

2.弱体および問題のあるクラブに特別な関心を払う。 

3.ロータリアンの意欲をかきたて奉仕活動に参加させる。 

4.クラブの定款および細則が、組織規定を順守している

ことを確認する。規定審議会開催後は、特にこれを行

う。 

5.顕著な貢献をした地区内のロータリアンを、ガバナー

自ら表彰する。 

(h)地区内の各クラブの会長、幹事に対して月信を発行

すること。 

(i)会長または理事会の要請があれば、速やかにRlに報

告を提出すること。 

(j)ガバナーエレクトに対して、選出後できる限り早く、国

際協議会の前に、クラブの状況について詳細な情報

を提供し、併せてクラブ強化策を提案すること。 

(k)地区における指名および選挙が、Rl定款と細則、およ

び既定のRlの方針に則って確実に実施されるよう計ら

うこと。 

(l)地区内で運営されているロータリアンのグループ(友情

交換、国際共同委員会、世界ネットワーク活動グルー

プなど)の活動について定期的に尋ねること。 

(m)地区で保存すべき文書をガバナーエレクトに引き継ぐ

こと。 

(n)Rl役員としての職責に属するその他の任務を遂行す

ること。 

 

 

（橋本幹事） 

１．10月5日の定例理事会は、17：15～17：45橘家で開催

します。 

２．地区より、インターアクトリーダーシップフォーラムの案

内が届いています。井上社会・青少年奉仕委員長に

渡しました。 

３．地区大会への出欠確認に記入していない方は、必ず

本日ご記入お願いします。 

４．他クラブより例会変更のお知らせが届いています。 

５．10月のロータリーレートは、112円との報告がありまし

た。 

６．ガバナー事務所より、メジャードナー顕彰午餐会のご

案内が届いています。11月21日 於）グランドニッコー

東京台場 

７．米山奨学生が半期毎に提出する「奨学生レポート」、

董涛君が提出した内容を掲示しています。 

８．ロータリー米山記念奨学会より、2016年度事業報告

書が届いています。 

 

 

 

＊米山記念奨学会委員会(松村委員長) 

  岩本さんから特別寄付あり(本年2回目)。 

 

＊親睦活動委員会(橋爪(誠)副委員長) 

  10/５月見例会の交通手段、 送迎用のバスをご用意致

します｡ 

 

 

 

 こんにちは。2017-2018年度ガバナーの岡本浩です。

本日は公式訪問の機会を設定いただき、ありがとうござ

います。 

 さて、今年度ガバナーとして何を目指すかについて、

述べさせていただきます。 

 先ず、今年のＲＩ会長テーマは、「変化をもたらす」で

す。これは、ロータリーの活動により、社会への良い変化

をもたらす活動を追求しようということと解されます。また、

そのような活動により、ロータリー自体も変化をする、さら

にはロータリーの会員自身にも良い変化をもたらそうとい

うことだと解されます。 

 次に、当地区の指針は、「ロータリーの原点を再確認

基本的教育と識字率向上月間 

４ 

 幹事報告  

委員会報告 

ガバナーアドレス 

 

国際ロータリー 
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岡本 浩 ガバナー 
 

 

 



し、２６４０地区の新たな飛躍を」とさせていただいていま

す。これは、ロータリーとは何かをしっかりと再確認し、そ

の基盤の上に地区をしっかりと構成し、さらに飛躍を目指

そうということです。そのためには、月信第１号に「地区の

基本的構造と各個の役割」として図示したような地区の在

り方を追求することが大切です。そして、この図の中で

は、月信を地区・ガバナーと会員を結ぶ血管・血流と捉

えていますが、紙媒体で配布される月信を地区情報を会

員に伝える手段として重視していきたいと考えています。 

それでは、このような地区組織の上に立って、目指すべ

きロータリー、言いかえればロータリーの原点とは何かに

ついてを述べてみます。 

 それは、４つのテストに示される倫理・行動基準に則っ

た職業奉仕の理念を追求する職業人の集まりがロータ

リークラブであり、そのような個々人が例会に集うことで互

いに刺激し合い学び合う場である例会を会員に提供する

ことこそ、ロータリーの原点だということだと思います。した

がって、ロータリーは、大人の学校と言えます。そして、

学校であるロータリーへ皆が集うには、ロータリーは楽し

く友情が育つ場である必要があります。 

 なお、職業奉仕とは何かを一言で言うなら、個々人の

職域において、４つのテストに示される倫理を貫いた職

業活動を行ない、その職業領域において、一番に尊敬さ

れる職業人を目指すということだと思います。例会を通じ

ての互いの人格的成長・向上と、職業を超えての友情と

信頼の形成こそ、ロータリーの真髄と言えます。 

 何か一つ、どこか一つ、参加した会員の記憶に残るよう

な充実した例会になるよう努力し、その積み重ねにより会

員の向上を図っていくようなロータリー活動を作っていき

ましょう。 

 

 

 

 

日程 １０月の例会プログラム 

１０/５ 

(木) 

お月見夜間例会（橘家） 

外部卓話：武本 泰子 氏 

「世界に平和の種をまく～米山記

念奨学事業の意義～」 

１０/１２

(木) 
休 会 

１０/１９

(木) 
前期ＩＤＭの発表 

１０/２６

(木) 

外部卓話：御前 明良 氏 
（元 紀州有田商工会議所専務理事） 

「未定」（経済と地域社会の発展） 

会員増強・新クラブ結成推進月間 

５ 

閉会・点鐘 （成川(守)会長） 

次週１０月１２日（木）は休会です。 

前期ＩＤＭ 

場所：橘家 

第１班 １０月１２日（木）午後６時３０分～ 

第２班 １０月１３日（金）午後６時３０分～ 

テーマ 

「１０年後、２０年後のロータリーはどうある

べきか」 


